
設置区分

器具種別 新　設 取　替 新　設 取　替

①　　　灯 ③　　　灯

(内特設　　　灯) (内特設　　　灯)

新　設 取　替

小柱のみ ⑤　　　本 ⑥　　　本

（注）「特設」とは、はざま（隣接する住居の存しない道路の区間で、かつ、いずれの町内会等の区域にも属
さない区間であって、その距離がおおむね８０メ－トル以上であるもの又は見通しの悪い交差点、曲がり角、
上り坂の頂上付近等防犯上市長が特に必要と認める箇所）に設置する防犯灯をいう。
  特設防犯灯を計画している場合は、事前に安心安全課へ相談をお願いします。

ＬＥＤ ②　　　灯 ④　　　灯

  付記事項

鹿児島市長 下 鶴 　隆 央

＊　ここから下は記入しないでください。

番号　　　　　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

　令和８年度の防犯灯設置計画灯数について、上記のとおり決定しましたので、通知します。

様式第１（第５条・第６条）

　　　年　　　月　　　日

鹿　児　島　市　長　　殿

住          所

町 内 会 等 名

役    職    名

代  表  者  名

小　柱　式

（柱と器具の両方を同時に設置）

共　架　式

（器具のみ設置）

　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　　　　　　　　　　　　　）

令和　年度防犯灯年間設置計画書兼防犯灯設置灯数決定通知書

年度の防犯灯設置について、本年度は下記のとおり設置を計画しておりますので、設置
予定か所図面を添付し、計画書を提出します。

記

（担 当 者：氏名　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　）

　　　　　　　 上記申請者と担当者が異なる場合は、記入してださい。


